
資料６

2 0 0 8 年 漁 業 セ ン サ ス 調 査 票 新 旧 対 照 表 ( 案 ）

Ⅰ 海面漁業調査 漁業経営体調査票
Ⅱ 〃 会社経営体調査票
Ⅲ 〃 漁業管理組織調査票
Ⅳ 〃 海面漁業地域調査票
Ｖ 内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査票
Ⅵ 〃 内水面漁業地域調査票
Ⅶ 流通加工調査 魚市場調査票
Ⅷ 〃 冷凍・冷蔵、水産加工場調査票

【廃止する調査票】

海面漁業調査 漁業従事者世帯調査票Ⅸ

流通加工調査 水産物流通機関調査票（Ⅱ）水産物卸売業者用Ⅹ

流通加工調査 水産物流通機関調査票（Ⅲ）水産物買受人用Ⅺ
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2008年漁業センサス調査票 新旧対照表（案）
Ⅰ 海面漁業調査 漁業経営体調査票

改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

【指標欄】 【指標欄】 （一部削除）
大海区、都府県（支庁）及び市区町

村の名称を効率化の観点から削除

（追加）
集計作業の効率化のため漁業集落の

番号及び名称を追加
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

[Ⅰ]世帯について [Ⅰ]世帯について （新設）
満15歳以上の世帯員のうち漁業に従１ 世帯員の人数 １ 満15歳以上の世帯員の就業状況（過去１

事していない人を世帯員ごとに就業状（１）平成20年11月１日現在の世帯員の人数を 年間（平成14年11月～15年10月 ）につい）
況を把握しないことに変更したことか記入してください。 て記入してください。
ら、全世帯員数を把握することができ
なくなるため、新たに全世帯員数を把
握

（２）左記のうち、満14歳以下の世帯員（平成 （変更なし）
５年11月１日以降に生まれた人）の人数を
記入してください。

731男

732女

（人）

733男

734女

（人）

男

女

731

732

0 0

0 0

満14歳以下の世帯員は
何人ですか。 (人)
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 自営漁業の後継者の有無について該当する （変更）
報告者負担軽減の観点から、個人別番号１つを○で囲んでください。

に後継者を特定するのではなく、個人
経営体のとして後継者の有無を把握す
ることに変更

741

有 無

２１
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

３ 満15歳以上の世帯員（平成５年10月31日ま （変更）
１ これまで満15歳以上のすべての世でに生まれた人）のうち、過去１年間（平成

帯員について世帯員ごとに就業状況19年11月１日～20年10月31日）に漁業に従事
を把握していたが、報告者の負担軽した人の就業状況について記入してくださ
減を配慮しつつ、漁業経営に着目しい。
た統計を作成するため、漁業従事者
のみを世帯員ごとに就業状況を把握

２ １に伴い過去１年間仕事に従事し
なかった人を削除

３ 自営漁業の経営主については、記
入欄の先頭行を経営主専用として設
定することにより、間接的に把握

４ 報告者の負担軽減の観点から名前
の欄を削除

（追加）
新規就業者（過去に漁業をしていな

かった者、副業として漁業をした者の
うち新たに漁業を本業とした者）につ
いて新たに把握
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（一部削除）
１ 自営農業及びその他の自営業につ

いては、報告者負担軽減の観点から
「その他の自営業」として一括把握

２ 漁業以外の仕事に雇われ の 漁「 」 「
」 「 」業関連施設に雇われ 及び その他

については、報告者負担軽減の観点
から「漁業以外の仕事に雇われ」と
して一括把握
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（一部削除）
報告者負担軽減の観点から、自営漁

業に関するものに限定し、漁業雇われ
又は共同経営に出資従事した人に関す
るもの、自営漁業の経営主の配偶者、
自営漁業の後継者の配偶者については
削除
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

４ 家としての兼業 （２）家として自営漁業とそれ以外の兼業と （変更なし）
（１）家として自営漁業とそれ以外の兼業で年 どちらが主（年間収入が多い）ですか。

間収入の多い方の番号を○で囲んでくださ
い。

（３）共同経営に参加した（⑭欄に○印が付 （削除）
報告者負担の軽減の観点から、自営いた）世帯について

漁業と兼業の関係のみ把握、共同経営自営漁業と共同経営を合わせた収入と
を含めた関係については削除それ以外の兼業を合わせた収入（過去１

年間）との関係について

751

自

営

漁

業

自
営
漁
業
以
外

２１

0752 0 0

自
営
漁
業
が
主

自
営
漁
業
が
従

い ず れ か
に ○ 印

２１

0753 0 0

自
営
と
共
同
経
営
の
み

自
営
と
共
同
経
営
が
主

自
営
と
共
同
経
営
が
従

２１

い ず れ か
一 つ に ○ 印

３
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）家として営んだ兼業の種類について、該 ２ 家としての兼業種類は何ですか。 （変更）
、「 」、当するもの全ての番号を○で囲んでくださ （１）１に記入した兼業種類のうち、家とし 家としての兼業種類は 自営農業

「 」、「 」、い。 ての主な兼業種類 年間収入の多いもの（ ） 共同経営に出資従事 漁業雇われ
「漁業以外の仕事に雇われ」を報告者について主なもの一つに○印を付けてく
負担軽減の観点から「その他の自営・ださい。
雇われ」として一括して把握

（追加）
漁業経営の多角化の実態をより詳細

に把握するとともに、地域の活性化や
漁業資源との関係をみる指標として民
宿、遊漁船業の過去１年間の利用客数
を追加

民宿又は遊漁船業を営んでいる場合は、
過去１年間（平成19年11月１日～20年10月

） 。31日 の延べ利用客数を記入してください

民 宿

遊漁船業

753

754

人十千 百
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

[Ⅱ]漁船について [Ⅱ]漁船について （変更なし）
１ 使用した漁船の種類について、該当する １ 使用した漁船の種類は何ですか。

もの全ての番号を○で囲んでください。

２ 過去１年間に使用した無動力船、船外機付 ２ 過去１年間に使用した無動力船、船外機 （変更なし）
船のうち、11月１日現在保有している漁船は 付船のうち、11月１日現在保有している漁
何隻ですか。 船は何隻ですか。

501

無動力船船外機付船動 力 船

１ ２ ３

501 0 ２

船外機付船 無動力船

３１

動力船

　（隻）

502

船外機付船 503

無動力船 502 0 0

503 0 0

（隻）

（隻）

無 動 力 船

船外機付船



Ⅰ- 10

改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

３ 動力船について ３ 動力船について （一部削除）
報告者負担の軽減の観点から、漁船

名、新トン数の適用状況については削
除
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（一部削除）
１ 報告者負担の軽減の観点から、漁

業経営との関連性が強い項目に限定
して把握することとし、主機関の馬
力数、新馬力数の適用状況、漁船の
利用状況を削除

２ 乗組員数については漁業従事者数
で代替させることとし、削除

３ 馬力数等については、水産庁がと
りまとめている漁船統計に掲載
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

[Ⅲ]漁業経営について [Ⅲ]漁業経営について （追加）
営んだ漁業種類、販売金額一位及び１ 過去１年間に営んだ漁業種類について、該 １ 過去１年間に営んだ漁業種類は何ですか。

二位の漁業種類の項目については、200当するものに○印を記入してください。 該当するものに○印を記入してください。
3年漁業センサスでは海面漁業生産統計また、そのうち、販売金額の１位、２位の
調査の稼動量調査の結果を代替してい漁業種類に○印を記入してください。
たものの、稼動量調査の廃止に伴い、
代替ができなくなったため、漁業セン
サスで改めて設定

（一部削除）
活魚販売の項目については、報告者

の負担軽減の観点から削除

（変更）
漁業種類については、見直しが行わ

れた海面漁業生産統計に準じて設定
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

１ 過去１年間に営んだ漁業種類について、該 １ 過去１年間に営んだ漁業種類は何ですか （追加）。
国際的な規制により、まぐろの漁獲当するものに○印を記入してください。 該当するものに○印を記入してください。

が制限される中、まぐろ養殖への期待また、そのうち、販売金額の１位、２位の （つづき）
が高まっており、今後、まぐろ養殖経漁業種類に○印を記入してください。
営が増加することが考えられるためま（つづき）
ぐろ類養殖を追加



Ⅰ- 14

改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 過去１年間に営んだ漁業種類の漁業制度に ２ 過去１年間に営んだ漁業種類の漁業制度 （変更なし）
ついて、該当するもの全てに○印を記入して は何ですか。
ください。

また、そのうち、販売金額の１位の漁業制
度１つに○印を記入してください。

大 臣 許 可 漁 業 201

知 事 許 可 漁 業 202

大 臣 承 認 漁 業 203

漁 業 権 漁 業 204

自 由 漁 業 205

そ の 他 206

営んだもの 販売金額１位

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

す

べ

て

に

○

印

営

ん

だ

も

の

の

も

の

に

○

印

販

売

金

額

一

位

大 臣 許 可 漁 業

知 事 許 可 漁 業

大 臣 承 認 漁 業

漁 業 権 漁 業

自 由 漁 業

そ の 他

2 0 1

2 0 6

2 0 5

2 0 4

2 0 3

2 0 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

３ 海面養殖業について ３ 海面養殖業について （追加）
国際的な規制により、まぐろの漁獲（１）魚類養殖の規模について養殖場の施設面 （１）魚類養殖の規模はどのくらいですか。

が制限される中、まぐろ養殖への期待積と使用面積を記入してください。
が高まっており、今後、まぐろ養殖経また、ひらめ養殖については、養殖場の
営が増加することが考えられるためま施設面積のうち、陸上水槽の面積も記入し
ぐろ類養殖の施設規模を追加てください。

（ｍ2）

301魚 類 養 殖 の 合 計

うち、使用面積
養 殖 場 の
施 設 面 積

302うち、ぶり類

303うち、まだい

304うち、ひらめ

305陸上水槽

306うち、まぐろ類

① ②

ア 魚類養殖全体の養殖場の施設面積はいくらですか。

イ ぶり類養殖の養殖場の面積はいくらですか。

ウ まだい養殖の養殖場の面積はいくらですか。

エ ひらめ養殖の養殖場の面積はいくらですか。
（ｍ2）

養 殖 場 の

施 設 面 積

うち、陸上
水槽の面積

3 0 7

3 0 8

3 0 1

（ｍ2）

3 0 2

養 殖 場 の
施 設 面 積

使 用 面 積

3 0 3

（ｍ2）

3 0 4

養 殖 場 の
施 設 面 積

使 用 面 積

3 0 5

（ｍ2）

3 0 6

養 殖 場 の
施 設 面 積

使 用 面 積

3 0 9使 用 面 積
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）ほたてがい養殖について、貝数を採苗か （２）ほたてがい養殖の養成貝数はいくらで （変更なし）
らの期間ごとに千貝単位で記入してくださ すか。
い。

（３）かき類養殖について、該当する養殖方法 ３ かき類養殖の規模はどのくらいですか （変更なし）（ ） 。
に養殖規模を記入してください。 ア いかだ垂下式、簡易垂下式の場合
ア いかだ垂下式、簡易垂下式の場合

台数と１台平均の面積を記入してくだ
さい。

321

322

採苗から１年
未 満 の も の
１ 年 以 上
２ 年 未 満

（千貝）

323２ 年 以 上

332１台の平均面積

（ｍ2）

331台 数

（台）

台数は

（台）

１台の平均面積は

3 3 1

3 3 2

（ｍ2）

イ 採苗から
１年以上、
２年未満のもの

ウ 採苗から
２年以上のもの

（千貝）

（千貝）

（千貝）

ア 採苗から
１年未満のもの

3 2 1

3 2 2

3 2 3
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

イ はえ縄の場合 イ はえ縄式の場合 （変更なし）
幹縄（海面に水平に張って垂下連を支

える縄（ロープ ）の長さを記入してく）
ださい。

ウ 地まき式、そだひび式の場合 ウ 地まき式、そだひび式の場合 （変更なし）
養殖している養殖場の面積を記入して

ください。

（４）わかめ養殖の養殖規模を記入してくださ （４）わかめ類養殖の規模はどのくらいです （変更なし）
い。 か。
ア 幹縄（海面に水平に張って垂下連を支 ア 幹縄の長さ

える縄（ロープ ）の長さを記入してく）
ださい。

イ 種糸を巻き付けたりはさみ込んだりし イ 種糸を巻き付けたりはさみ込んだり （変更なし）
た縄の長さを記入してください。 した縄の長さ

333

（ｍ）

幹 縄 の 長 さ
幹縄の長さは 3 3 3

（ｍ）

養殖場の面積は 3 3 4

（ｍ2）

341

（ｍ）

幹 縄 の 長 さ

342
種糸を巻き付けたり
はさみ込んだりした
縄の長さ

（ｍ）

（ｍ）

3 4 1

（ｍ）

3 4 2

334養殖場の面積

（ｍ2）
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（５）のり類養殖の養殖施設の面積をどちらか ５ のり類養殖の規模はどのくらいですか （変更なし）（ ） 。
１つの単位で記入してください。

（６）真珠養殖のいかだ台数を記入してくださ （６）真珠養殖の規模はどのくらいですか。 （変更なし）
い。

養殖施設
の面積

（どちらか一方に記入し、両方には記入しません。）

面積を表す単位の名称は
何ですか。
（例 柵、小間、間など）

この単位で数えた施設はいくつですか。

この単位の１単位を平方メートルに
換算した面積はどのくらいですか。

3 5 1

3 5 2

3 5 3

（ｍ2）

（ｍ2）

351養殖施設の面積

（ｍ2）

(ｱ) 面積を表す面積の単位名称
　（例：柵、小間、間など）

（ｍ2）

どちらか一方に記入し、両方には記入しません。

352

353

ア 平方メートル単位の場合

イ 面積を表す単位が平方メートルと異
なる場合

(ｲ) (ｱ)の単位で数えた施設数

(ｳ) (ｱ)の単位の１を平方メートルに換
算した面積

361

（台）

い か だ 台 数 いかだ台数

（台）

3 6 1
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（７）真珠母貝養殖のいかだ台数を記入してく （７）真珠母貝養殖の規模はどのくらいです （変更なし）
ださい。 か。

４ 漁業の従事者について ４ 漁業の従事者数について （変更なし）
（１）11月１日現在で漁業の海上作業に従事し （１）11月１日現在の漁業の海上作業の従事

た人数を記入してください。 者数は何人ですか。
雇用者については居住地別に記入してく

ださい。

371

（台）

い か だ 台 数

（台）

3 7 1いかだ台数
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 左記の 雇用者 のうち 満15歳以上で （新設）（ ） 「 」 、 、
１ 漁業従事者世帯調査の廃止に伴いかつ過去１年間に30日以上海上作業に従事

漁業就業者数の代替データを把握すした人数を年齢・性別ごとに記入してくだ
るため、漁業経営体の側から性別、さい。
年齢階層別等を把握

２ 「うち、同一市町村」の項目につ
いては、2003年漁業センサスまで把
握していた漁業就業者数の地域範囲
との連続性を確保するため設定

（人）

計

男 女 男 女

うち、同一市町村

411

412

413

414

415

416

417

計

うち、
外国人
新 規
就業者

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

41835～39歳

41940～44歳

42045～49歳

42150～54歳

42255～59歳

42360～64歳

42465～69歳

42570～74歳

42675歳以上
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）過去１年間に「漁業の海上作業に従事 （削除）
報告者負担軽減の観点から削除した人」が最も多かった時期の人数は何

人ですか。

（３）過去１年間に漁業の陸上作業のみに従事 （３）過去１年間に「漁業の陸上作業のみに （変更なし）
した人が最も多かった時期の人数を記入し 従事した人」が最も多かった時期の人数
てください。 は何人ですか。

５ 過去１年間の漁業従事日数について （削除）
報告者負担軽減の観点から削除（１）過去１年間に陸上作業も含め漁業に従

事した日数は何日ですか。

431計

432男

（人）

433女
家 族

434男

435女
雇 用 者

計

家 族

雇 用 者

4 1 1

4 1 2

4 1 3

4 1 4

(人)

4 1 5

男

男

女

女

計

家 族

4 2 1

4 2 2男

4 2 3女

雇 用 者
4 2 4男

4 2 5女

(人)

(日)

4 3 1 0
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）上記のうち、海上作業に従事した日数 （削除）
報告者負担軽減の観点から削除は何日ですか。

５ 過去１年間の漁獲物の販売金額について ６ 過去１年間の漁獲物の販売金額について （変更）
報告者の記入忌避を避けるため、販（ ） 、１ 過去１年間の漁獲物の販売金額について （１）経営体の総販売金額はいくらですか。

（関係部局該当する番号１つを○で囲んでください。 売金額規模の選択式に変更
と調整中）

（２）上記のうち、海面養殖の販売金額につい （２）上記のうち、海面養殖の販売金額はい （変更）
報告者の記入忌避を避けるため、販て、該当する番号１つを○で囲んでくださ くらですか。

（関係部局い。 売金額規模の選択式に変更
と調整中）

(日)

4 3 2 0
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

６ 過去１年間の漁獲物の出荷先について該当 ７ 過去１年間の漁獲物の出荷先について （変更なし）
する番号全てを○で囲んでください。

また、主な出荷先（出荷額の最も多かった
出荷先）で該当する番号１つを○で囲んでく
ださい。

[Ⅳ]共同経営について [Ⅳ]共同経営について （変更なし）
１ 出資金について、該当する番号１つを○で １ 出資金について該当するものに○印を記

囲んでください。 入してください。
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 出資者の人数を記入してください。 ２ 出資者の員数を記入してください。 （変更なし）

３ 漁船・漁網の所有形態について該当する （削除）
報告者の負担軽減の観点から削除ものに○印を記入してください。

４ 収益について該当するものに○印を記入 （削除）
報告者の負担軽減の観点から削除してください。

832 0 0 0

（人）

832

（人）
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

[Ⅴ]地方選定漁業種類について [Ⅴ]地方選定漁業種類について （変更）
各都道府県の利活用状況を踏まえ取過去１年間に地方選定漁業種類を営んだ場合、

扱いを検討全国漁業種類番号、地方選定漁業種類名及び地方
選定漁業種類番号を記入のうえ、該当するものに
○印を記入してください。
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2008年漁業センサス調査票 新旧対照表（案）
Ⅱ 海面漁業調査 会社経営体調査票

改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

【指標欄】 【指標欄】 （一部削除）
１ 簡素・効率化の観点から販売を目

的としない官公庁・学校・試験場に
ついては、調査対象から除外し、こ
れに伴い経営組織区分を削除

２ 大海区、都府県（支庁）及び市区
町村の名称を効率化の観点から削除

（追加）
集計作業の効率化のため漁業集落の

番号及び名称を追加
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

[Ⅰ]漁業経営について [Ⅲ]漁業経営について （追加及び一部削除）
営んだ漁業種類、販売金額一位及び１ 過去１年間に営んだ漁業種類について、該 １ 過去１年間に営んだ漁業種類は何ですか。

二位の漁業種類の項目については、200当するものに○印を記入してください。 該当するものに○印を記入してください。
3年漁業センサスでは海面漁業生産統計また、そのうち、販売金額の１位、２位の
調査の稼動量調査の結果を代替してい漁業種類に○印を記入してください。
たものの、稼動量調査の廃止に伴い、
代替ができなくなったため、漁業セン
サスで改めて設定

（一部削除）
活魚販売の項目については、報告者

の負担軽減の観点から削除

（変更）
漁業種類については、見直しが行わ

れた海面漁業生産統計に準じて設定
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

１ 過去１年間に営んだ漁業種類について、該 １ 過去１年間に営んだ漁業種類は何ですか （追加）。
国際的な規制により、まぐろの漁獲当するものに○印を記入してください。 該当するものに○印を記入してください。

が制限される中、まぐろ養殖への期待また、そのうち、販売金額の１位、２位の （つづき）
が高まっており、今後、まぐろ養殖経漁業種類に○印を記入してください。
営が増加することが考えられるためま（つづき）
ぐろ類養殖を追加
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 過去１年間に営んだ漁業種類の漁業制度に ２ 過去１年間に営んだ漁業種類の漁業制度 （変更なし）
ついて、該当するもの全てに○印を記入して は何ですか。
ください。

また、そのうち、販売金額の１位の漁業制
度１つに○印を記入してください。

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

す

べ

て

に

○

印

営

ん

だ

も

の

の

も

の

に

○

印

販

売

金

額

一

位

大 臣 許 可 漁 業

知 事 許 可 漁 業

大 臣 承 認 漁 業

漁 業 権 漁 業

自 由 漁 業

そ の 他

2 0 1

2 0 6

2 0 5

2 0 4

2 0 3

2 0 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

大 臣 許 可 漁 業 201

知 事 許 可 漁 業 202

大 臣 承 認 漁 業 203

漁 業 権 漁 業 204

自 由 漁 業 205

そ の 他 206

営んだもの 販売金額１位

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

３ 海面養殖業について ３ 海面養殖業について （追加）
国際的な規制により、まぐろの漁獲（１）魚類養殖の規模について養殖場の施設面 （１）魚類養殖の規模はどのくらいですか。

が制限される中、まぐろ養殖への期待積と使用面積を記入してください。
が高まっており、今後、まぐろ養殖経また、ひらめ養殖については、養殖場の
営が増加することが考えられるためま施設面積のうち、陸上水槽の面積も記入し
ぐろ類養殖を追加てください。

ア 魚類養殖全体の養殖場の施設面積はいくらですか。

イ ぶり類養殖の養殖場の面積はいくらですか。

ウ まだい養殖の養殖場の面積はいくらですか。

エ ひらめ養殖の養殖場の面積はいくらですか。
（ｍ2）

養 殖 場 の

施 設 面 積

うち、陸上
水槽の面積

3 0 7

3 0 8

3 0 1

（ｍ2）

3 0 2

養 殖 場 の
施 設 面 積

使 用 面 積

3 0 3

（ｍ2）

3 0 4

養 殖 場 の
施 設 面 積

使 用 面 積

3 0 5

（ｍ2）

3 0 6

養 殖 場 の
施 設 面 積

使 用 面 積

3 0 9使 用 面 積

（ｍ2）

301魚 類 養 殖 の 合 計

うち、使用面積
養 殖 場 の
施 設 面 積

302うち、ぶり類

303うち、まだい

304うち、ひらめ

305陸上水槽

306うち、まぐろ類

① ②
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）ほたてがい養殖について、貝数を採苗か （２）ほたてがい養殖の養成貝数はいくらで （変更なし）
らの期間ごとに千貝単位で記入してくださ すか。
い。

（３）かき類養殖について、該当する養殖方法 ３ かき類養殖の規模はどのくらいですか （変更なし）（ ） 。
に養殖規模を記入してください。 ア いかだ垂下式、簡易垂下式の場合
ア いかだ垂下式、簡易垂下式の場合

台数と１台平均の面積を記入してくだ
さい。

321

322

採苗から１年
未 満 の も の
１ 年 以 上
２ 年 未 満

（千貝）

323２ 年 以 上

イ 採苗から
１年以上、
２年未満のもの

ウ 採苗から
２年以上のもの

（千貝）

（千貝）

（千貝）

ア 採苗から
１年未満のもの

3 2 1

3 2 2

3 2 3

台数は

（台）

１台の平均面積は

3 3 1

3 3 2

（ｍ2）

332１台の平均面積

（ｍ2）

331台 数

（台）
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

イ はえ縄の場合 イ はえ縄式の場合 （変更なし）
幹縄（海面に水平に張って垂下連を支

える縄（ロープ ）の長さを記入してく）
ださい。

ウ 地まき式、そだひび式の場合 ウ 地まき式、そだひび式の場合 （変更なし）
養殖している養殖場の面積を記入して

ください。

（４）わかめ養殖の養殖規模を記入してくださ （４）わかめ類養殖の規模はどのくらいです （変更なし）
い。 か。
ア 幹縄（海面に水平に張って垂下連を支 ア 幹縄の長さ

える縄（ロープ ）の長さを記入してく）
ださい。

イ 種糸を巻き付けたりはさみ込んだりし イ 種糸を巻き付けたりはさみ込んだり （変更なし）
た縄の長さを記入してください。 した縄の長さ

333

（ｍ）

幹 縄 の 長 さ
幹縄の長さは 3 3 3

（ｍ）

養殖場の面積は 3 3 4

（ｍ2）

341

（ｍ）

幹 縄 の 長 さ

（ｍ）

3 4 1

（ｍ）

3 4 2342
種糸を巻き付けたり
はさみ込んだりした
縄の長さ

（ｍ）

334養殖場の面積

（ｍ2）
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（５）のり類養殖の養殖施設の面積をどちらか ５ のり類養殖の規模はどのくらいですか （変更なし）（ ） 。
１つの単位で記入してください。

（６）真珠養殖のいかだ台数を記入してくださ （６）真珠養殖の規模はどのくらいですか。 （変更なし）
い。

351養殖施設の面積

（ｍ2）

(ｱ) 面積を表す面積の単位名称
　（例：柵、小間、間など）

（ｍ2）

どちらか一方に記入し、両方には記入しません。

352

353

ア 平方メートル単位の場合

イ 面積を表す単位が平方メートルと異

なる場合

(ｲ) (ｱ)の単位で数えた施設数

(ｳ) (ｱ)の単位の１を平方メートルに換

算した面積

養殖施設
の面積

（どちらか一方に記入し、両方には記入しません。）

面積を表す単位の名称は
何ですか。

（例 柵、小間、間など）

この単位で数えた施設はいくつですか。

この単位の１単位を平方メートルに
換算した面積はどのくらいですか。

3 5 1

3 5 2

3 5 3

（ｍ2）

（ｍ2）

いかだ台数

（台）

3 6 1361

（台）

い か だ 台 数
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（７）真珠母貝養殖のいかだ台数を記入してく （７）真珠母貝養殖の規模はどのくらいです （変更なし）
ださい。 か。

４ 漁業の従事者について ４ 漁業の従事者数について （変更なし）
（１）11月１日現在で漁業の海上作業に従事し （１）11月1日現在の漁業の海上作業の従事者

た人数を居住地別に記入してください。 数は何人ですか。

371

（台）

い か だ 台 数

（台）

3 7 1いかだ台数
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）左記のうち、満15歳以上で、かつ過去１ （新設）
１ 漁業従事者世帯調査の廃止に伴い年間に30日以上海上作業に従事した人数を

漁業就業者数の代替データを把握す年齢・性別ごとに記入してください。
るため、漁業経営体の側から性別、
年齢階層別等を把握

２ 「うち、同一市町村」の項目につ
いては、2003年漁業センサスまで把
握していた漁業就業者数の地域範囲
との連続性を確保するため設定

（人）

計

男 女 男 女

うち、同一市町村

411

412

413

414

415

416

417

計

うち、

外国人
新 規
就業者

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

41835～39歳

41940～44歳

42045～49歳

42150～54歳

42255～59歳

42360～64歳

42465～69歳

42570～74歳

42675歳以上
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）過去１年間に「漁業の海上作業に従事 （削除）
報告者負担軽減の観点から削除した人」が最も多かった時期の人数は何

人ですか。

（３）過去１年間に漁業の陸上作業のみに従事 （３）過去１年間に「漁業の陸上作業のみに （変更なし）
した人が最も多かった時期の人数を記入し 従事した人」が最も多かった時期の人数
てください。 は何人ですか。

５ 過去１年間の漁業従事日数について （削除）
報告者負担軽減の観点から削除（１）過去１年間に陸上作業も含め漁業に従

事した日数は何日ですか。

計 4 1 1

4 1 4男

4 1 5女

(人)

計 4 21

4 24男

4 25女

(人)

431計

434男

（人）

435女

(日)

431 0
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（２）上記のうち、海上作業に従事した日数 （削除）
報告者負担軽減の観点から削除は何日ですか。

５ 過去１年間の漁獲物の販売金額について ６ 過去１年間の漁獲物の販売金額について （変更）
報告者の記入忌避を避けるため、販（ ） 、１ 過去１年間の漁獲物の販売金額について （１）経営体の総販売金額はいくらですか。

（関係部局該当する番号１つを○で囲んでください。 売金額規模の選択式に変更
と調整中）

（２）上記のうち、海面養殖の販売金額につい （２）上記のうち、海面養殖の販売金額はい （変更）
報告者の記入忌避を避けるため、販て、該当する番号１つを○で囲んでくださ くらですか。

（関係部局い。 売金額規模の選択式に変更
と調整中）

(日)

432 0



Ⅱ- 13

改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

６ 過去１年間の漁獲物の出荷先について該当 ７ 過去１年間の漁獲物の出荷先について （変更なし）
する番号全てを○で囲んでください。

また、主な出荷先（出荷額の最も多かった
出荷先）で該当する番号１つを○で囲んでく
ださい。

[Ⅱ]漁船について [Ⅱ]漁船について （変更なし）
１ 使用した漁船の種類について、該当する １ 使用した漁船の種類は何ですか。

もの全ての番号を○で囲んでください。

501

無動力船船外機付船動 力 船

１ ２ ３
5 0 1 0

船外機付船 無動力船動 力 船

２ ３１
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 過去１年間に使用した無動力船、船外機付 ２ 過去１年間に使用した無動力船、船外機 （変更なし）
船のうち、11月１日現在保有している漁船は 付船のうち、11月１日現在保有している漁
何隻ですか。 船は何隻ですか。

３ 動力船について ３ 動力船について （一部削除）
報告者負担の軽減の観点から、漁船

名、新トン数の適用状況については削
除

　（隻）

502

船外機付船 503

無動力船
無 動 力 船

船 外 機 付 船

（隻）

（隻）

5 0 2 0 0

5 0 3 0 0
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（一部削除）
１ 報告者負担の軽減の観点から、漁

業経営との関連性が強い項目に限定
して把握することとし、主機関の馬
力数、新馬力数の適用状況、漁船の
利用状況を削除

２ また、乗組員数については漁業従
事者数で代替させることとし、削除

３ 馬力数等については、水産庁がと
りまとめている漁船統計に掲載
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[Ⅲ]会社について [Ⅲ]会社について （変更なし）
１ 本社・事業所の区分及び会社の種類につい １ 本社・事業所の区分及び会社の種類の該

て、それぞれ該当する番号１つを選んでくだ 当するものに○印を記入してください。
さい。

２ 11月１日現在の従業員について ２ 11月１日現在の従業員数について （変更なし）
漁業以外の仕事に従事した人も含めたすべ （１）漁業以外の仕事に従事した人も含めた

ての従業員数を記入してください。 すべての従業員数を記入してください。

[Ⅳ]事業所も含めた会社全体について （２）事業所も含めた会社全体の従業員数を （変更なし）
１ 事業所も含めた会社全体の従業員数を記入 記入してください。

してください。

４8 0 1 0 0

本 社 事業所 株 式 合 資 合 名 有 限

本社・事業
所 の 区 分

会 社 の 種 類
（いずれかに○印してください）

１ １２ ２ ３

802

（人）

801 ２１ １ ２ ３ ４

本社・事業
所 の 区 分

会 社 の 種 類

本社 事業所 株式 合資 合名 有限

802

（人）

803

（人）

計

804常 雇

805臨時雇・日雇

803

804

805

計

常 雇

臨時雇・日雇

（人）
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

２ 資本金について、該当する番号１つを○で ３ 資本金について該当するものに○印を記 （変更なし）
囲んでください。 入してください。

３ 漁業の専業・兼業について ４ 漁業の専業・兼業について （変更なし）
（１）過去１年間に営んだ事業が漁業のみの場 （１）過去１年間に営んだ事業が、漁業のみ

合は「１ 、漁業以外の事業も営んだ場合 の場合は「専業」に、漁業以外の事業も」
は「２」に○印を記入してください。 営んだ場合は「兼業」に○印を記入して

ください。

（２）過去１年間の総販売金額に占める漁業部 （２）過去１年間の総販売金額に占める漁業 （変更なし）
門の割合について、該当する番号１つを○ 部門の割合について該当するもの一つに
で囲んでください。 ○印を記入してください。

807 0 0

専

業

２0

兼

業

１

807 ２１

専
業

兼
業
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

（３）過去１年間に漁業以外に営んだ事業に○ （３）過去１年間に漁業以外に営んだ事業に （変更なし）
印を記入してください。 ○印を記入してください。

また、所有している事業所の数を主に営 また、経営体が持つ事業所の数を主に
んだ事業別に記入してください。 営んだ事業別に記入してください。

（４）自社用の冷凍・冷蔵工場数（寄託品を取 （４）自社用の冷凍・冷蔵工場数を記入して （変更なし）
り扱わない自社用の水産物を保存する冷凍 ください。
・冷蔵工場数）を記入してください。 （寄託品を取り扱わない自社用の水産

物を保存する冷凍・冷蔵工場数を記入し
てください ）。

817 00
817
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改正案 2003年漁業センサス 改正内容・改正理由

５ 事業別に子会社数を記入してください。 ５ 子会社について （変更なし）
。事業別に子会社の数を記入してください
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[Ⅴ]地方選定漁業種類について [Ⅴ]地方選定漁業種類について （変更）
各都道府県の利活用状況を踏まえ取過去１年間に地方選定漁業種類を営んだ場合、

扱いを検討全国漁業種類番号、地方選定漁業種類名及び地方
選定漁業種類番号を記入のうえ、該当するものに
○印を記入してください。




































































































































